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８８  利利用用ででききるる貸貸付付制制度度ははあありりまますすかか？？ 

 

 障害者のいる世帯を対象に、自動車・福祉用具などの購入のための資金の貸付制度があります。 

 

 

事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

生活福祉資金 

障害者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、

その世帯の生活の安定と経済的自立を図ります。 

①生業を営むために必要な経費 

②技能取得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 

③住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 

④福祉用具等の購入に必要な経費 

⑤障害者用自動車の購入に必要な経費 

⑥負傷又は疾病の療養に必要な経費（健康保険の例による医療費の自己負担額

のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。）及びその療養期

間中の生計を維持するために必要な経費 

⑦介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費（介護保険料を含

む）及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 

⑧住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 

⑨就職、技能習得等の支度に必要な経費 

⑩その他日常生活上一時的に必要な経費 

○資金の種類ごとに貸付条件・基準があります。 

○障害者のいる

世帯 

＜問い合わせ先＞ 市区町村社会福祉協議会、県社会福祉協議会 

 

 

９９  判判断断能能力力がが十十分分ででなないい家家族族をを保保護護すするる制制度度をを知知りりたたいいののでですすがが。。 

 

認知症、知的障害や精神障害等のため、判断能力が十分でない方を保護するための「成年後見制度」

や福祉サービスの利用援助などを行う「日常生活自立支援事業」があります。 

 

事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

成年後見制度 

○認知症、知的障害、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を保護す

るために、財産管理、介護や施設入退所などの契約・遺産分割の支援を要す

る場合、悪徳商法等の被害に遭うおそれなどの場合に家庭裁判所で決められ

た後見人等が本人を保護･援助する法定後見制度があります。後見人等は、

障害者本人や親族等の申立てによって家庭裁判所が選びます。 

○今後自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見人に頼みたい

方との間で契約を結ぶ任意後見制度もあります。 

○知的障害者 

○精神障害者 

など 

＜問い合わせ先＞ 

○法定後見制度･･･名古屋家庭裁判所（本庁又は支部） 

○任意後見制度･･･各公証人役場 

○成年後見制度に関すること･･･各成年後見センター 

日常生活自立

支援事業 

判断能力が十分でない方に対し、福祉サービスの利用援助や、それに伴う日常

的金銭管理を行うことにより、自立した地域生活が送れるよう支援します。 

○実際にサービスを受ける場合には、利用料が必要です。 

○知的障害者 

○精神障害者 

など 
＜問い合わせ先＞ 市町村社会福祉協議会 
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１１００  就就職職ににつついいてて、、相相談談ししたたいいののでですすがが。。 

職業相談や職業紹介など、就職に関する相談は、公共職業安定所（ハローワーク）などで行っていま

す。また、就職を容易にするため、必要な基礎知識と技能を習得するための職業訓練も行っています。 

別に、障害者を雇用する企業に対して助成制度を設けるなど、障害者の雇用の促進を図っています。 

事事    業業  内内                          容容  対対象象者者  

○○職職業業相相談談等等  

職業相談・紹

介 

障害者の職業の相談や職業紹介を行っています。 
○障害者 

＜問い合わせ先＞ 公共職業安定所（ハローワーク） 

手話による職

業相談 

一部の公共職業安定所では、手話協力員による職業相談に応じています。 

○実施職業安定所 

名古屋中、名古屋南、名古屋東、豊橋、岡崎、一宮、豊田、津島、刈谷、春

日井、半田、犬山 

※相談日時については、実施職業安定所にお問い合わせください。 

○聴覚障害者 

＜問い合わせ先＞ 公共職業安定所（ハローワーク） 

職業相談・職

業評価・職業

準備支援 

就職や職業生活の安定に向けて課題や現状を整理し、求職活動の方針について

相談、助言を行います。また、必要に応じて職業上の課題やニーズに応じ就職

に向けた準備性を高めるための支援（職業準備支援）等を行っています。 

○障害者 

（発達障害・高次

脳機能障害等の診

断を受けた方を含

む。） ＜問い合わせ先＞ 愛知障害者職業センター 

職業相談・雇

用支援等 

職業生活における自立を図るため、就業やこれに伴う日常生活及び社会生活上

の支援を必要とする障害者に対し、雇用・保健・福祉・教育等の関係機関と連

携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行ってい

ます。 

○障害者 

（発達障害・高次

脳機能障害等の診

断を受けた方を含

む。） ＜問い合わせ先＞ 障害者就業・生活支援センター等 

○○就就職職支支援援制制度度  

障害者トライ

アル雇用 

一定期間試行雇用し、その間に障害者・企業相互間の適性や能力を見極めると

ともに、理解を深めることにより、継続雇用への移行のきっかけ作りを図りま

す。 ○障害者 

＜問い合わせ先＞ 公共職業安定所（ハローワーク） 

ジョブコーチ

支援 

就職に当たって職場にスムーズに適応するため、また、就職後に職場環境の変

化に上手く対応できるようにするため、ジョブコーチが就職先の事業所におい

て、障害者と事業主に対する助言や支援を行います。（標準的な支援期間：2

～3 か月） 

また、支援期間終了後も必要に応じてフォローアップを行います。 

○障害者 

（発達障害・高次

脳機能障害等の診

断を受けた方を含

む。） 

○公務員の利用

不可 
＜問い合わせ先＞ 愛知障害者職業センター 

リワーク支援 

うつ病等で休職中の方が復職を希望し、事業主、主治医も復職することが適当

だと判断されている時に、円滑に職場復帰できるよう支援を行います。必要に

応じてセンター内でウォーミングアップのための支援を実施します。（標準的

な支援期間：2～4 ヶ月） 

○うつ病等で休

職中の方 

（手帳のない方

も相談可） 

○公務員の利用

不可 
＜問い合わせ先＞ 愛知障害者職業センター 

○○職職業業訓訓練練  

職業訓練 

障害者の職業的自立を支援するため、必要な基礎知識と技能を習得するための

訓練を行っています。 

○訓練期間は 3 か月からです。ほかに、訓練期間 3 か月以内で実施する委託訓

練も行っています。 

○一定の要件を満たす方には訓練手当が支給されます。 

○障害のない方と同様の訓練が可能な場合には、一般の公共職業能力開発施設

においても受講できます。 

○公共職業安定所へお申し込みください。 

○障害者 

＜問い合わせ先＞ 公共職業安定所（ハローワーク）、公共職業能力開発施設 

職親委託制度 

生活指導及び技能習得訓練等により、知的障害者の雇用促進と職場定着を高め

るため、事業経営者等を職親として登録しています。 
○知的障害者 

＜問い合わせ先＞ 市区町村役場 
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